
 総裁選挙は、自民党所属（以下「党所属」）の国会議員による投票（議員投票）と、全国の自民党員・党友などによる投票（党員投票）によって行われます。 
 議員票は、国会議員１人１票です。（2018 年 8 月 21 日現在、衆議院議員２８３名 参議院議員１２２名 計４０５名（票）） 
 党員票は都道府県ごとに開票し、党本部において合算します。各候補者の得票数を基に、党所属国会議員数と同数の票（総党員算定票）をドント方式（※）に

より各候補者に配分します（総党員算定票は党所属国会議員数と同数の 405 票となります。2018 年 8 月 21 日現在）。 
 議員投票の有効票数と総党員算定票を合計した数の過半数を獲得した候補者が当選者となります。 

 過半数を獲得した候補者がいなければ、上位 2 名の候補者による決選投票を行います。 

 

2.候補者 ―候補者となるには党所属国会議員 20名の推薦が必要です― 
 総裁選挙の候補者になることができるのは、党所属の国会議員です。 
 候補者となるには、党所属国会議員 20 名の推薦が必要です。 
 候補者が 1 人だけの場合、または辞退者が出るなど候補者が 1 人になった場合は、投票

を行わず、その候補者を当選者とします（無投票当選）。 
 

3.議員投票 ―党所属国会議員 1人 1票です― 

 党所属国会議員が単記無記名で 1 人 1 票を投票します。 
 投票は投票日の定められた時間内に党本部で行い、投票終了後直ちに開票します。 

4.党員投票 ―国会議員数と同数の票をドント方式により配分します― 

 党員票は国会議員による投開票日に都道府県ごとに開票し、党本部において合算します。
各候補者の得票数を基に、党所属国会議員数と同数の票（総党員算定票）をドント方式（※）

により各候補者に配分します＜仮に国会議員が 500人（票）なら総党員算定票も 500 票＞。 
 選挙人資格は、日本国籍を有する 20歳以上で、以下のいずれかの条件を満たす人です。 

① 前 2年の党費を納入した党員 
② 前 2年の会費を納入した自由国民会議会員（党友） 
③ 党本部総裁選挙管理委員会が承認した国民政治協会の個人会員及び法人会員の代表者 1名 
④ 今回は、特例として平成 29 年に新たに党費・会費を納入した党員等（18・19 歳を含む） 
にも選挙権を付与することになりました。 

 1 人 1 票を単記無記名で投票します。 
 各都道府県総裁選挙管理委員会の定めるところにより、都道府県ごとに郵便投票などに

よる方法で行われます。 

5.決選投票の場合 ―党所属国会議員と都道府県連の各 1 票で決選投票を行います― 
 議員投票の有効票数と総党員算定票を合計した数の過半数を得る候補者がいなかった場

合、上位 2 名の候補者による決選投票を行います。 
 決選投票は、党所属国会議員及び都道府県支部連合会（各 1 票/合計 47 票）により行い、

得票数の多かった者を当選者とします。 
 都道府県支部連合会の 1 票は、決選投票候補者の内、各都道府県支部連合会における党

員投票で得票数が多かった者が獲得します。 
 

総裁選挙の仕組み（概要 2018 年版） 

1.選挙日程 ―選挙日程は 9月 7日（金）告示、 9月 20日（木）開票― 
 選挙日程は総裁の任期満了の 1 か月前までに党本部総裁選挙管理委員会が総務会の承認

を経て決定し、公表します。 
 議員投票の投票日は、総裁の任期満了日前 10日以内に設定されます。 
 総裁選挙の告示は、議員投票の投票日の 12 日前までに行われます(選挙期間は 12日以上)。 
 党員投票は 9月 19 日（水）に締め切られます。 

 
 

総裁選挙は党運営による選挙運動を実施し、公正、公平に行います。 

党本部総裁選挙管理委員会は候補者の所見を党機関紙に掲載するとともに、街頭

演説会などを開催します。 

 

ドント方式とは 
ドント方式とは、各候補者の得票数を１、２、３、
４、という整数で順に割っていき、得られた数の
大きい順に、総党員算定票を１票ずつ配分してい
く方式です。得票数に合わせて、公平な振り分け
ができます。 

 

2018 年 8 月 22 日現在 


